
原図Ａ２サイズ

設計年月日図 面 名工 事 名 図面種別 縮 尺 印
島根県知事登録第１００１号１級建 築士事 務所登録

１ 級 建 築 士 登 録

小 草 伸 春

所 長 担 当

建築意匠図 大臣登録第９３６３０号

℡（代）０８５２－２１－５８３８松江市内中原町１３３の５

Ｒ７：５

図 面 番 号

（ ）

設計図
公営住宅建設事業

市営住宅中村団地建設１工区（建築）工事
－特記仕様書（１）

Ⅱ 工 事 仕 様

（２） 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事

はそれぞれの工事仕様書を適用する。

・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

（１） 章及び項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

２ 特 記 事 項

（２） 特記事項は ・ 印を適用する。

・ 印の無い場合は、 ＊ 印のあるものを適用する。

（３） 特記事項に記載の（ ）内表示番号は、木標仕の当該項目・図または表を示す。

１ 共 通 事 項

＊ 営繕工事写真撮影要領（平成２８年版）による

にある。なお、貸与されたデータは、当該工事における施工図又は

完成図の作成のため以外に使用してはならない。

章 章 章項 目 項 目 項 目特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項

木 造 建 築 工 事 仕 様 書

Ⅰ 工 事 概 要

１ 工 事 場 所

４ 建 物 用 途

５ 棟 別 概 要

１

２

３

４

５

６

７

合 計

建 物 名 称 建築種別 階数
消防法

の区分
Ｎｏ． 延面積（㎡）建築面積（㎡）構 造

３．環境への配慮 下記のものを提出する。

提出部数

＊ ８０×１２０ 程度

外部全景

＊ １２０×１７０ 程度

その他

＊ ８０×１２０ 程度

（ＣＤ－Ｒ等）

＊ カラー

＊ カラー

完成写真

工 事 中

写 真

（着工前含）

１ 部
電子データ デジタルカメラを使用した場合は、工事中写真及び

完成写真のデータを記録したＣＤ－Ｒ等を提出する。

分 類区 分

仕様は、島根県建築工事写真取扱要領による。

サイズ（㎜）

（注）フィルムカメラを使用する場合は監督職員と協議する。

表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上げ））

製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版 ）白焼

＊ 竣工図

品 名 ・ 仕 様

仕様は、島根県建築工事完成図取扱要領による。

書 類 名

機器取扱い説明書

建築物等の利用に関する説明書

（建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

機器性能試験成績書

＊ １部

・ 部

提出部数
（１．７．３）

下記の者に、労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・ 本工事の受注者

・ 関連他工事の受注者（ ）

提出した施工図及び施工計画書の著作に関わる当該建物における

使用権は発注者に委譲するものとする。

建築基準法に基づき定められた区分等

基準風速 Ｖ０（ｍ／ｓ）

・ ３０

・ ３２（旧益田市、旧匹見町、旧日原町、隠岐郡）

・ ３４（旧津和野町、旧柿木村、旧六日市町）

地表面粗土区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ

積雪荷重 告示第１４５５号、島根県建築基準法施行細則による

下記のものを、竣工後１５日以内に提出する。

２

仮

設

工

事

１ 手すり先行足場

２ 監督員事務所

「手すり先行工法等に関するガイドライン

面 積： ㎡程度

仕上げ：

設 備：

備 品：

（厚生労働省平成２１年４月策定）」による。（２．２．４）

（２．３．１）

設置する

３ 現場事務所

（ ・ 敷地内 ・ 敷地外（設置可能場所： ））

構内既存の施設４ 工事用電力、水、

その他 工事用水 ・ 利用できる（有償） ・ 利用できない

工事用電力 ・ 利用できる（有償） ・ 利用できない

５ 仮囲い及び出入口 設置箇所、材質、構造及び設置期間は図示による。

設置範囲 ・ 図示の位置 ・ 外部足場全面

７ 洗 車 場

６ 養生シート

養生シートの種別

・ 養生シート

・ 防炎Ⅰ類 ・ 防炎Ⅱ類

・ ネット状養生シート

・ 防炎Ⅰ類 ・ 防炎Ⅱ類

設置箇所、材質、構造及び設置期間は図示による。

（県産木材製品）

８ 木製安全施設製品 ＊ 工事用看板

・ 工事用標示板

（注）取り扱いは平成２５年３月８日付営第９４５号による

・

（表示板１，４００㎜×５００㎜用） ２台

＊ 工事用バリケード ５台

（表示板１，４００㎜×１，１００㎜用） 台

一

般

共

通

事

項

１ １ 適用基準等

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・ 公共住宅標準詳細設計図集（第４版）

公共住宅事業者等連絡協議会監修

一般社団法人公共建築協会 編集

工事写真撮影ガイドブック

建築工事編及び解体工事編 平成３０年版

２）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

３）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

４）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

５）安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

２ 材料の品質等 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、ＪＩＳ及びＪＡＳマーク表示のない材料及びその製造業者

ただし、使用量の少ないもの、簡易な材料又は品質を証明する資料の

の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

等は、次の１）～６）の事項を満たすものとする。

入手困難なもの等については、次の１）～６）を考慮の上、監督職員

６）材料及び接着剤等のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

なお、商品名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使

用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける

ものとする。

また、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性

能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写

しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

章 項 目 特 記 事 項

設置できる

その他監督職員が指示するもの

建築物等の利用に関する説明書の電子データ（ＣＤ－Ｒ等） ＊ １部

官公署等届出書類

ただし、社団法人公共建築協会編集・発行「建築材料・設備機材等品

所定の品質及び性能を有しているものとする。

＊ 電子データ（ＰＤＦデータ、ＣＡＤデータ、施工図）（ＣＤ－Ｒ等）

複
写

図

登 録 技 術 適 用 箇 所

及び製品

用する。

・ しまね・ハツ・建設ブランドに登録された下記工法又は製品を使

木標仕及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、

監督職員の承諾を受けて、当該製品指定工法によることができる。

（ ）

詳細は施工条件書による

・ 現場において再利用を図るもの

（ ）

＊ 配置する

・ 引き渡しを要するもの

資格等は監指表１．３．２及び監指表１．３．３による（１．３．３）

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による

配置する位置は別に図示する。

以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

名 称

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通整理員

交通安全管理の必要な作業等

交通整理員については資格を問わない。

（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、

（１．３．８）

＊ 技能士制度の趣旨を十分理解の上、積極的な活用に努めること。

（１．５．２）

人・日数

測定対象室：

（ただし書きによる測定方法を含む）

・ 住宅性能表示制度に基づく測定方法

・ 学校施設の工事における環境衛生検査の濃度測定要領

・ 営繕工事におけるホルムアルデヒド等測定要領

測定方法：

測定化学物質名：

下記により測定し、その結果を監督職員に報告する。

・ ホルムアルデヒド ・ トルエン ・ キシレン

・ エチルベンゼン ・ スチレン ・ パラジクロロベンゼン

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

質性能評価事業 建築材料等評価名簿（最新版）」及び「同設

備機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものについては、

１ 埋戻し及び

盛土の種別 ・ （材料： 工法： ）

３

土

・

地

業

・

基

礎

工

事

（Ｃ種の場合の詳細は、現場説明書による。）

・ （材料： 工法： ）

２ 建設発生土の処理 ＊ 民間受入施設

３ 山 留 め

存置 ・ する ＊ しない

鋼矢板等の抜き跡の処理工法

＊ 砂を充填する ・

工法等（ ）

特記事項に記載の≪ ≫内表示番号は、標準仕様書の当該項目・図または表を示す。

≪３．２．３≫

埋戻し ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 ≪表３．２．１≫

盛 土 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 ≪表３．２．１≫

≪３．２．５≫

≪３．３．２≫

≪３．３．３≫

（１．３．11）

（１．５．９）

（１．２．２、３）

指名

濃度測定

施工計画書

（１） 図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

＊ 建築工事標準詳細図（令和４年版）

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の

基準を満たすものとする。

支持地盤の位置及び土質(基礎底部の位置含む)

・ 直接基礎

・ 試験掘り（根切り底の状態の確認等）

載荷試験の方法

試験の位置、載荷荷重

支持層の位置及び土質(基礎ぐいの先端の位置含む)

試験杭

試験杭の位置

杭の支持層への根入れ長さ

杭の精度

杭の鉛直度

・ 地盤の平板載荷試験

４ 支持地盤等

５ 杭共通事項

＊ 図示による

位置は図示による

＊ 地盤工学会基準 JGS 1521による ・ 図示による

＊ 図示による

＊ 図示による

＊ 図示による

＊ 図示による

水平方向の位置ずれ

・ 杭径の1/4かつ100㎜以下 ・ 図示による

・ 1/100以内 ・図示による

≪４．２．４≫

≪４．２．２≫

≪４．４．４≫

≪４．３．４、５≫

≪４．５．５、６≫

項 目 品 目

及び鉄から

成る建設資材

備 考

（再資源化

有

有

有

有

（有・無）

処分費

（有・無）

区間

ＤＩＤ

（Ｋｍ）

距離

設資材

特定建

・ アスファルト塊

・ コンクリート

その他

搬 出 場 所

廃棄物

理産業

特別管

に関する基本方針（令和５年２月２４日変更閣議決定）」に定める

監修「公共建築木造工事標準仕様書（令和４年版）」(以下「木造標準仕様書」とい

という。）による。

う）及び「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「標準仕様書」

取扱いは「建築工事における交通誘導員等の取扱い基準」

（営繕課HP掲載）による

提出部数

部

１ 部

の有無等）

２ 地 域 地 区 （ ）都市計画区域内 第一種住居地域

市営住宅（長屋建住宅）

１

１

軽量鉄骨造 ４．４１

１

１ ４７．１６１５項

13 保全に関する資料

14 関連他工事

15 特定元方事業者の

16 施工図及び

・ 電気設備工事

４ 特別な材料の工法

５ 電気保安技術者

６ 施 工 条 件

７ 発生材の処理等

８ 交通安全管理

９ 技能士の適用

10 化学物質の

11 工 事 写 真

12 完 成 図

17 耐荷重及び耐外力

測定箇所： 箇所

Ａ－１
３９

１８０．０４

３．６０ ３．６０

５０．７２

・ コンクリート塊

18 火災保険

19 工事実績情報

の登録
・工事完成時 工事完成後10日以内

契約約款第51条における保険の加入期間は、工事着手から工事の

完成期日後 40 日とする。

・工事受注時 契約締結後10日以内

・登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内

・ 木材 雲南市内

出雲市内

出雲市内

・ 石膏ボード

・ 金属くず

・ 廃プラスチック

3km

16km

16km

16km

無 有

無 有

無 有

無 有

出雲市内

設計に関するＣＡＤデータを貸与するが、著作権者は、 雲南市

部

部１

大型車両搬入、大型資材搬入・搬出時他

雲南市加茂町加茂中760、769-1の一部、
770-1、770-3の一部、771-4

３ 敷 地 面 積 ９６４．３２㎡（A棟726.69㎡、集会所237.63㎡）

（１工区分のみ。２工区１,２９４．５０㎡合計２,２５８．８２㎡）

５．６３

２１８．６９

新築

新築 Ｗ造

自転車置場

物置

新築 Ｗ造長屋建住宅（3住戸）

新築 Ｗ造集会所

雲南市内 3km 無 有

雲南市内 3km 無 有

４

住戸：ＬＤＫ 集会所：会議室

２

３

30人

５

・ 機械設備工事

・ 解体工事

（１．３．５）

「島根県営繕工事等情報共有システム実施要領」に基づき、情報共有

システムを利用した場合は、情報共有システムで処理を行った書式一

式を、工事完成時に電子媒体（CD-R等）で納品することを基本として

受発注者間協議により決定する。

20 情報共有システム





原図Ａ２サイズ

設計年月日図 面 名工 事 名 図面種別 縮 尺 印
島根県知事登録第１００１号１級建 築士事 務所登録

１ 級 建 築 士 登 録

小 草 伸 春

所 長 担 当

建築意匠図 大臣登録第９３６３０号

℡（代）０８５２－２１－５８３８松江市内中原町１３３の５

Ｒ７：５

図 面 番 号

（ ）

設計図
公営住宅建設事業

市営住宅中村団地建設１工区（建築）工事
－特記仕様書（３）

章 項 目 特 記 事 項章 章項 目 項 目特 記 事 項 特 記 事 項章 項 目 特 記 事 項

≪６．３．１≫

種類

≪６．３．１≫

≪６．３．１≫

≪６．12．２≫

ｾﾒﾝﾄの種類

混和材料

≪６．11．１、２≫

≪６．13．１、２≫

23 セメント

24 骨 材

25 混和材料

26 寒中コンクリート

27 暑中コンクリート

28 マスコンクリート

＊普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄA種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄA種又はﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄA種

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水

和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g以下のものとする

・高炉ｾﾒﾝﾄB種 適用箇所( )

・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種 適用箇所( )

ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分 ＊A ・B

・混和剤 混和剤の種類 ＊標準仕様書 6.3.1(4)(a)による

・図示による

・混和材 混和材の種類 ＊標準仕様書 6.3.1(4)(b)による

・図示による

適用期間 ・図示による

構造体強度補正値 ・積算温度を基に定める場合( )

・標準仕様書6.11.2(3)(ｱ)による

・図示による

構造体強度補正値 ＊6N/mm2 ・図示による

適用箇所 ＊図示による

・高炉ｾﾒﾝﾄB種 ・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種 ・ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ

・混和剤 混和剤の種類 ＊標準仕様書 6.13.2(2)(ｱ)による

・図示による

・混和材 混和材の種類 ＊標準仕様書 6.13.2(2)(ｲ)による

・図示による

スランプ ＊15㎝ ・（ ）cm

構造体強度補正値 ＊標準仕様書表6.13.1による ・図示による

・普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ・中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ・低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

４

木

造

工

事

≪６．14．１≫

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 ＊普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ・( )

ｾﾒﾝﾄの種類

・高炉ｾﾒﾝﾄB種

・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

設計基準強度 ＊18N/㎜2 ・( )N/㎜2

スランプ ＊15㎝又は18㎝ ・（ ）cm

適用箇所 ＊標準仕様書 6.14.1(4)(ｱ)～(ｶ)による

・図示による

適用箇所 ＊図示による

≪６．15．１≫

ひび割れ誘発目地、

打継目地

≪６．６．４≫

≪６．８．１≫

打継ぎの位置 ＊標準仕様書6.6.4(1)による ・図示による

目地寸法 ＊標準仕様書 9.7.3(1)(ｱ）による ・図示による

ひび割れ誘発目地の位置・形状・寸法 ＊図示による

の仕上り

≪６．２．５≫

合板せき板を用いるｺﾝｸﾘｰﾄの打放し仕上げ ＊図示による

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ ＊図示による

・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)

＊20㎜ ・( )mm

・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)

・10㎜ ・20mm ・( )mm

・外装タイル面の打増し処理

＊20mm

・床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの梁側面部の打増し処理

ﾌﾟﾚｰﾄが支持される梁の側面について下記の打増しを行う

＊10㎜ ・20mm ・( )mm

≪６．８．２≫

せき板の材料及び厚さ

＊合板

厚さ ＊12mm ・( )mm

・ﾒｯｼｭ型枠(使用部位 ＊図示による)

・床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ(施工範囲 ＊図示による)

(打放し仕上げ部)

≪６．８．１≫

29 無筋コンクリート

30 流動化コンクリート

31 打継ぎの位置、

32 構造体コンクリート

33 打増し厚さ

34 型枠

＊普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ,高炉ｾﾒﾝﾄA種,ｼﾘｶｾﾒﾝﾄA種又はﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄA種

２ 防腐措置

（４．２．４）

処理方法及び使用量

液剤：処理長さ１L/m

・面状散布

液剤：３L/m2

基礎外周部の換気孔

３ 防耐火処理等

防火被覆の材料および工法

（ ）

・防火被覆の材料

・図示による ・

・防火被覆の厚さ

・図示による ・

・図示による ・

・防火被覆の留付け間隔

・図示による ・

（４．３．１～４）

・(a) ・(b) ・(c) ・(d) ・(e)

・国土交通大臣の認定を受けた材料又は工法

・防火被覆の留付け材の種類

・防火被覆の下地材への留付け長さ

・図示による ・

・防火被覆の下地材への端あき距離

・図示による ・

・防火被覆の下地材への接着剤の使用

・使用する ・使用しない

・防火被覆材の目地等の処理方法

・図示による ・

・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火処理

・図示による ・

換気孔の大きさ ＊図示による

（

・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理

適用部位 処理の方法

・地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理

・地盤の土壌の防蟻処理

防腐・防蟻処理

・合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入（K3）による

適用は木造標準仕様書4.2.2 ・(ｱ)による ・(ｲ)による

使用する薬剤

有効成分の系統（ ）

剤型の種類 ・液剤 ・粒剤

・帯状散布（帯状の幅：約20cm）

粒剤：（ ）

粒剤：（ ）

小屋裏換気方法は木造標準仕様書4.2.4(3)

５

軸

組

構

法

壁

構

造

系

（

工

事

・図示による

適用部位 ＊図示による

＊防鼠スクリーン又は防虫網

・換気孔 ＊防鼠スクリーン又は防虫網

１ 防腐・防蟻処理

・

防腐・防蟻処理が

不要な樹種

薬剤の加圧注入

処理の種類及び処理の方法

・Ｋ２・Ｋ３・Ｋ４

薬剤の塗布等

・行う

適用部材

・

インサイジング

・適用する ・適用しない

・薬剤の塗布等による処理

（４．２．１～３）

薬剤の種類 ＊図示による

適用部材 ＊図示による

処理の方法 ＊木造標準仕様書4.2.1(ｳ)(b)による

・断熱材を兼用した型枠材

使用箇所 ＊図示による

・ＭＣＲ工法用シートの使用

適用箇所 ＊図示による

打増し厚さ ・20㎜ ・( )mm

打増し範囲 ＊図示による

・ｽﾘｰﾌﾞの材種・規格等 ＊図示による

・防火被覆処理部への二次部材の取付け

防火被覆処理部の設備配管等の貫通部処理

取付け金物の防火被覆処理

防火被覆処理部への建具、設備機器の取付け方法及び

・図示による ・

・燃えしろ層の厚さ

・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火被覆処理

・図示による ・

・接合具にボルト、ドリフトピン等を用いる場合の防火被覆処理

・図示による ・

・燃えしろ層への二次部材の取付け

燃えしろ層の配管等貫通部処理

燃えしろ層の工法

・図示による ・

・図示による ・

取付け金物の防火被覆処理

燃えしろ層への建具、設備機器の取付け方法及び

・図示による ・

・図示による ・

不燃処理木材等

・図示による ・

１ 木材 軸組構法(壁構造系)工事に使用する木材は、使用材料表１による

（５．２．２）

２ 構造用面材

による

軸組構法(壁構造系)工事に使用する構造用面材は、使用材料表２

（５．２．３）

３ 接合金物 Z、C、χ、D、Sマーク表示金物

・火打金物

・筋かいプレート

・引き寄せ金物

・梁受け金物

・

・

・

マークの規格

Z、C、χ、D、S
短期許容耐力(kN) その他種類

４ 釘及び木ねじ 釘（JIS A 5508）、コンクリート用釘、特殊な釘

・鉄丸くぎ

・太め鉄丸くぎ

・ステンレス鋼くぎ

表面処理された鉄

表面処理された鉄

ステンレス製

その他種類 材質

木ねじ（JIS B 1112又はJIS B 1135）、その他の木ねじ

・十字穴付き木ねじ

・すりわり付き木ねじ

材質

ステンレス製

ステンレス製

JIS B 1112

JIS B 1135

その他種類

（５．２．４）

（５．２．４）

Z、C、χ、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

・Z、C、χ、D、Sマーク表示金物以外の接合金物

（５．５．７、９）

＊図示による

５ ボルト、アンカー

ボルト、ナット及び

座金

Z、C、χ、D、Sマーク表示金物

・アンカーボルト

・六角ボルト

・座金

Z、C、χ、D、S

マークの規格
その他種類

・Z、C、χ、D、Sマーク表示金物以外の接合金物

Z、C、χ、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

（５．２．４）

（５．５．10）

＊図示による

12 アンカーボルトの

設置等 保持、及び埋込み工法 ・Ａ種 ・Ｂ種

（５．５．３）

13 基礎天端及び柱底均

しモルタルの仕上げ

材料 ・木造標準仕様書5.5.4(ｲ)による ・無収縮モルタル

（５．５．４）

（15．３．２）

14 建方精度 建入れ直し後の建方精度の許容値

（５．５．６）

施工箇所 ＊図示による

種別 ・Ａ種 ＊Ｂ種

埋込み深さ ＊図示による

埋込み位置の許容誤差 ＊±5mm ・図示による

モルタルの厚さ ＊図示による

＊垂直、水平の誤差の範囲1/1000以下 ・図示による

（表５．４．４）

９ 接着剤 ・床鳴り防止用接着剤

・接着剤による接合 ・接着剤を併用した接合

接着剤の種類（床根太用接着剤JIS A 5550） 種類（ ）（５．２．４）

10 孔あけ加工

11 表面の仕上げ 見え掛り面の表面の仕上げの程度

・製材

機械加工 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

・構造用集成材

・丸太材

機械加工 ・Ａ種 ・Ｂ種

手加工 ・H-A種 ・H-B種

・木材保護塗料塗り

（５．４．３）

（18．13．２）

（５．４．４）

（表５．４．３）

（表５．４．５）

（表５．４．６）

（表５．４．７）

手加工 ・H-A種 ・H-B種 ・H-C種

・図示による

ボルト孔の径 ＊木造標準仕様書表5.4.2による

ドリフトピンの孔径 ＊ピン径と同径 ・図示による

機械加工 ・Ａ種 ＊Ｂ種

木造標準仕様書表5.2.4（ ）種

６ ラグスクリュー Z、C、χ、D、Sマーク表示金物

・ラグスクリュー

・

Z、C、χ、D、Sマークの規格 その他種類

・Z、C、χ、D、Sマーク表示金物以外のラグスクリュー

（５．２．４）

（５．５．11）

７ ドリフトピン ドリフトピン

・

・ドリフトピン

種類 材質等 径・寸法等 表面処理（５．２．４）

（５．５．12）

８ 木栓及び木だぼ 木栓及び木だぼ

・木栓

・木だぼ

種類 樹種 形状・長さ等 その他（５．２．４）

（５．５．13）

表面処理 ＊図示による

＊SS400 ＊丸鋼

＊図示による

ボルト、ナット及び座金

座金の種別 ・引張り応力を受ける座金

木造標準仕様書表5.2.3（ ）種

木造標準仕様書表5.2.4（ ）種

・せん断応力を受ける座金

アンカーボルト、ナット及び座金

座金の種別 ・引張り応力を受ける座金

木造標準仕様書表5.2.3（ ）種

・せん断応力を受ける座金

材料 ＊木造標準仕様書表5.2.2による

寸法 ＊図示による

表面処理 ＊図示による

材質 ＊図示による

寸法 ＊図示による

Ａ－３
３９

KPK-N105（気密）同等品以上・ねこ土台 材質等（ ）城東テクノ KP-L102（一般）

接着剤の種類（ ）フローリングメーカー指定品

Z・C・X・D・Sマーク

Z・C・X・D・Sマーク

Z・C・X・D・Sマーク

15

Z・C・X・D・Sマーク

Z・C・X・D・Sマーク

Z・C・X・D・Sマーク

Z・C・X・D・Sマーク

・図示による〇

４ 雲南市産材 ・雲南市公共建築物等木材利用行動計画に基づき、積極的に

雲南市産材を使用すること
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　　設計図
公営住宅建設事業　

市営住宅中村団地建設１工区（建築）工事
－特記仕様書（１２）

施工箇所

系

章 章 章章 特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項

使
用
材
料
表
１（

５
軸
組
工
法（

壁
構
造

工
事）

樹種 含水率

・SD15

・SD20

・１級

・２級

・３級・乙種

施工箇所 構造材の種類

・構造材Ⅰ（甲Ⅰ）

・構造材Ⅱ（甲Ⅱ）

等級
寸法

（ｍｍ）

施工箇所 樹種
曲げ性能

（等級） （ｍｍ）

寸法
含水率

（注）無等級材、広葉樹製材及び丸太材の縦振動ヤング係数による基準強度の確認は、以下による。

　　　無等級材のうち次の樹種については、JAS 1083-4 製材-第4部に基づく機械等級区分構造用製材に定める

　　　に定め、施工計画書を作成し、提出する。

　　　品質曲げ性能における等級の区分に準拠する。それ以外の樹種については、既往の研究等に基づき適切

　　　　　あかまつ、べいまつ、からまつ、ひば、ひのき、べいつが、えぞまつ、とどまつ、すぎ 

（参考）JAS 1083-4 製材-第4部に基づく機械等級区分構造用製材に定めるめげヤング係数の基準

　　　（等級と曲げヤング係数）

Ｅ50 Ｅ70 Ｅ90 Ｅ110 Ｅ130 Ｅ150

3.9以上

 ～5.9未満 

5.9以上

 ～7.8未満 

7.8以上

 ～9.8未満 

9.8以上

 ～11.8未満 

11.8以上

 ～13.7未満 

13.7以上

等級

曲げヤング率

 （×10Ｎ/ｍｍ） 

間伐材等の適用

・

施工箇所 樹種 等級

・特等　・１級　・２等

寸法（ｍｍ） 含水率 保存処理

　加工前に縦振動ヤング係数を測定する部材（対象部材：　　　　　　　　　　　　）

・

の適用

間伐材等
施工箇所

・JAS 1083-4 製材-第4部：

寸法
（ｍｍ）

・JAS 1083-4 製材-第4部に

（対象部材：　　　　　）

・縦振動ヤング係数測定

（対象部材：　　　　　）

　基づく機械等級区分構造

　用製材、曲げ試験

等級

　機械等級区分構造用製材

含水率

（％）
保存処理樹種 強度試験

（材面の品質）

旧ＪＡＳ規格とは、昭和42年農林省告示第1842号をいう。

樹種

・

含水率（％） 間伐材等の適用施工箇所 寸法（ｍｍ） 等級（材面の品質）

間伐材等の適用

・

保存処理施工箇所 樹種 等級

・１級　・２級

寸法（ｍｍ） 含水率(％)

・SD15　・SD20

・

の適用

間伐材等
施工箇所 品名 樹種 寸法（ｍｍ）

曲げ性能

（強度等級）
材面の品質

（使用環境）

接着性能
保存処理

・１等

・２等

芯材：

の品質

・

の適用

間伐材等
施工箇所 品名 樹種 寸法（ｍｍ）

化粧薄板の厚さ

（ｍｍ）

見付け材面

（面数）

見付け材面

等級
未乾燥材又は

保存処理
乾燥材の別 （ｍｍ）

・

の適用

間伐材等
樹種又は樹種群施工箇所

寸法型式

・特級　・１級　・２級　・３級

・

の適用

間伐材等
施工箇所 樹種又は樹種群

寸法型式

（ｍｍ）

未乾燥材又は

乾燥材の別 
保存処理 等級

・コンストラクション

・スタンダード　・ユティリティ

・

の適用

間伐材等
未乾燥材又は乾燥材の別 

曲げ強度性能

（ＭＳＲ等級）
樹種又は樹種群

寸法型式

（ｍｍ）
施工箇所

・

樹種又は樹種群 寸法型式（ｍｍ） 等級 間伐材等の適用含水率（％）

等級

・

間伐材等の適用

・特級　・１級　・２級　・３級

寸法型式（ｍｍ）樹種又は樹種群施工箇所

・

間伐材等の適用等級

・コンストラクション

・スタンダード　・ユティリティ

寸法型式（ｍｍ）施工箇所 樹種又は樹種群

・

間伐材等の適用寸法型式（ｍｍ）曲げ強度性能（ＭＳＲ等級）樹種又は樹種群施工箇所

等級

・

間伐材等の適用含水率（％）施工箇所 樹種又は樹種群 寸法型式（ｍｍ）

断区分

・Ｋ３ ・

寸法 間伐材等

の適用
保存処理

水平せん曲げ性能

（曲げヤング係数区分）

・Ａ種　・Ｂ種

施工箇所 品名 樹種
（ｍｍ）

接着性能

（使用環境）

・Ａ　・Ｂ　・Ｃ

・

施工箇所 樹種 寸法（ｍｍ） 間伐材等の適用末口径（ｍｍ）含水率(％)

・ ・

加工前に縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認すること。（対象部材：　　　　　）

間伐材等の適用含水率（％）寸法（ｍｍ）形状施工箇所

・ ・

間伐材等の適用含水率（％）寸法（ｍｍ）形状施工箇所

・ ・

間伐材等の適用含水率（％）寸法（ｍｍ）形状施工箇所

・ ・

間伐材等の適用含水率（％）寸法（ｍｍ）形状施工箇所

・

の適用
施工箇所 品名 樹種 寸法（ｍｍ）

曲げ性能

（強度等級）
種別

接着性能 間伐材等

（使用環境）

系

使
用
材
料

（

５
軸
組
工
法（

壁
構
造

工
事）

（
）

表
２

）
（

）

）

・

間伐材等

の適用
厚さ（ｍｍ）

耐水性

による区分

曲げ強さ

による区分

表裏面の状態

による区分
施工箇所

・

間伐材等

の適用
厚さ（ｍｍ）

接着剤

による区分

曲げ強さ

による区分

表裏面の状態

による区分
施工箇所

等級

・2級

・1級

・1 類

・特類

・

の適用

間伐材等
保存処理

単板の

樹種名

曲げ性能

（強度等級）
板面の品質

接着の

程度

厚さ

（ｍｍ）
施工箇所

・

間伐材等の適用接着の程度

・1 類　・特類

単板の樹種名厚さ（ｍｍ）施工箇所

・

間伐材等の適用曲げ性能（等級）（・常態曲げ試験　・湿潤曲げ試験） 

・1級 類　・２級　・３級　・４級

厚さ（ｍｍ）施工箇所

・

間伐材等の適用耐水性による区分曲げ強さによる区分表裏面の状態による区分厚さ（ｍｍ）施工箇所

特殊処理

・

間伐材等

の適用

難燃性

による区分

曲げ強さ

による区分

表面の状態

による区分

油、樹脂等の厚さ

（ｍｍ）
施工箇所

備考
種類

化粧加工の有無による区分かさ密度による区分

・0.9板　・1.1板 ・普通板　・化粧板

厚さ

（ｍｍ）
施工箇所

品名

・

間伐材等の適用含水率（％）寸法（ｍｍ）樹種施工箇所

系

使
用
材
料
表

（

軸
組
工
法（

構
造

工
事）

（
）

３

６

軸

）

・

間伐材等

の適用
保存処理

接着性能

（使用環境）
材面の品質

曲げ性能

（強度等級）

寸法

（ｍｍ）
樹種品名施工箇所

・１等

・２等

・

間伐材等

の適用

見付け材面

の品質

見付け材面

（面数）

化粧薄板の

厚さ（ｍｍ）

寸法

（ｍｍ）
樹種品名施工箇所

芯材：

断区分

・Ｋ３

・Ｃ

・

間伐材等

の適用
保存処理

水平せん曲げ性能

（曲げヤング係数区分）

・Ａ種　・Ｂ種

接着性能

（使用環境）

・Ａ　・Ｂ

寸法

（ｍｍ）
樹種品名施工箇所

・SD15

・SD20

・１級

・２級

・３級

・

間伐材等

の適用
保存処理含水率等級構造材の種類

・構造材Ⅱ（甲Ⅱ）

・構造材Ⅰ（甲Ⅰ）

・乙種

寸法

（ｍｍ）
樹種施工箇所

・SD15

・SD20

間伐材等の適用

・

保存処理含水率曲げ性能（等級）寸法（ｍｍ）樹種施工箇所

・

間伐材等の適用含水率（％）等級（材面の品質）寸法（ｍｍ）樹種施工箇所

（注）無等級材、広葉樹製材及び丸太材の縦振動ヤング係数による基準強度の確認は、以下による。

　　　　　あかまつ、べいまつ、からまつ、ひば、ひのき、べいつが、えぞまつ、とどまつ、すぎ 

　　　無等級材のうち次の樹種については、JAS 1083-4 製材-第4部に基づく機械等級区分構造用製材に定める

　　　品質の曲げ性能における等級の区分に準拠する。それ以外の樹種については、既往の研究等に基づき

　　　適切に定め、施工計画書を作成し、提出する。

　　　（等級と曲げヤング係数）

Ｅ50 Ｅ70 Ｅ90 Ｅ110 Ｅ130 Ｅ150

3.9以上

 ～5.9未満 

5.9以上

 ～7.8未満 

7.8以上

 ～9.8未満 

9.8以上

 ～11.8未満 

11.8以上

 ～13.7未満 

13.7以上

等級

曲げヤング率

 （×10Ｎ/ｍｍ） 

（参考）JAS 1083-4 製材-第4部に基づく機械等級区分構造用製材に定める曲げヤング係数の基準

・

加工前に縦振動ヤング係数を測定する部材(対象部材：　　　　　　　　　　　）

間伐材等の適用保存処理含水率（％）寸法（ｍｍ）等級

・特等　・１等　・２等

樹種施工箇所

　旧ＪＡＳ規格とは、昭和42年農林省告示第1842号をいう。

等級

（材面の品質）
強度試験

（ｍｍ）

・

の適用

間伐材等

・JAS 1083-4 製材-第4部：

　機械等級区分構造用製材

・旧ＪＡＳ規格第10条

　ひき角類１等

施工箇所
寸法

(％)
樹種

含水率
保存処理

（対象部材：　　　　　）

（対象部材：　　　　　）

・縦振動ヤング係数測定

・JAS 1083-4 製材-第4部

　に基づく機械等級区分

　構造用製材、曲げ試験

間伐材等の適用

・

保存処理含水率（％）

・SD15　・SD20

寸法（ｍｍ）等級

・１級　・２級

樹種施工箇所

・

の適用
施工箇所 樹種又は樹種群

寸法型式

（ｍｍ）
等級

・特級　・１級　・２級　・３級

未乾燥材又は

乾燥材の別 
保存処理

間伐材等

・

の適用
等級

間伐材等
保存処理

未乾燥材又は

乾燥材の別 

・コンストラクション

・スタンダード　・ユティリティ

寸法型式

（ｍｍ）
樹種又は樹種群施工箇所

・

の適用

間伐材等
未乾燥材又は乾燥材の別 

曲げ強度性能

（ＭＳＲ等級）

寸法型式

（ｍｍ）
樹種又は樹種群施工箇所

含水率(％)

・

間伐材等の適用施工箇所 樹種又は樹種群 寸法型式（ｍｍ） 等級

等級

・

間伐材等の適用寸法型式（ｍｍ）施工箇所 樹種又は樹種群

・特級　・１級　・２級　・３級

等級

・

間伐材等の適用

・スタンダード　・ユティリティ

・コンストラクション

樹種又は樹種群寸法型式（ｍｍ）施工箇所

間伐材等の適用

・

曲げ強度性能（ＭＳＲ等級）寸法型式（ｍｍ）樹種又は樹種群施工箇所

間伐材等の適用

・

含水率（％）施工箇所 樹種又は樹種群 寸法型式（ｍｍ） 等級

・

間伐材等の適用

・

含水率（％）寸法（ｍｍ）形状施工箇所

間伐材等の適用

・

施工箇所 形状 寸法（ｍｍ） 含水率（％）

形状 寸法（ｍｍ） 含水率（％） 間伐材等の適用

・

施工箇所

形状 寸法（ｍｍ） 含水率（％） 間伐材等の適用

・

施工箇所

接着性能

・

施工箇所 品名 樹種 寸法（ｍｍ）
曲げ性能

（強度等級）
種別

（使用環境）

間伐材等

の適用

５
．
２
．
２

．
２
．

５

．
２
．
２

３

６

保存処理

保存処理

・JAS 1083-3 製材-第3部に基づく目視等級区分構造用製材

・JAS 1083-4 製材-第4部に基づく機械等級区分構造用製材

・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材

・無等級材

・国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定された製材

・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材

・「集成材の日本農林規格」による構造用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

・JAS 0600に基づく甲種枠組材

・JAS 0600に基づく乙種枠組材

・JAS 0600に基づくＭＳＲ枠組材

・国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定されたＭＳＲ枠組材

・JAS 0600に基づく甲種たて継ぎ材

・JAS 0600に基づく乙種たて継ぎ材

・「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」によるＭＳＲ枠組材

・国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定されたたて継ぎ材

・JAS 0701に基づく構造用単板積層材

・丸太材

・木質接着成形軸材料

・木質複合軸材料

・木質断熱複合パネル

・木質接着複合パネル

・ＣＬＴ（直交集成板）

・構造用パーティクルボード 

・構造用ＭＤＦ

・「合板の日本農林規格」による構造用合板

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・JAS 0360に基づく構造用パネル

・パーティクルボード

・ハードファイバーボード

・パルプセメント板

・国土交通大臣の認定を受けた壁倍率の数値を定められた構造用面材

・「集成材の日本農林規格」による構造用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 

・JAS 0701に基づく構造用単板積層材 

・JAS 1083-3 製材-第3部に基づく目視等級区分構造用製材 

・JAS 1083-4 製材-第4部に基づく機械等級区分構造用製材 

・国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定された製材 

・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 

・無等級材

・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 

・JAS 0600に基づく甲種枠組材 

・JAS 0600に基づく乙種枠組材 

・JAS 0600に基づくＭＳＲ枠組材 

・国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定されたＭＳＲ枠組材 

・JAS 0600に基づく甲種たて継ぎ材 

・JAS 0600に基づく乙種たて継ぎ材 

・JAS 0600に基づくＭＳＲたて継ぎ材 

・国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定されたたて継ぎ材 

・木質接着成形軸材料 

・木質複合軸材料 

・木質断熱複合パネル 

・木質接着複合パネル 

・ＣＬＴ（直交集成板）

・SD15

Ａ－１２
３９

E70

E110以上

E90
構造図による

桧

杉

米松

構造図による

構造図による構造図による 構造図による

構造図による

構造図による

構造図による構造図による

・SD20

・SD20

・SD20

12屋根下地 C-D

軸組

小屋組み

〇

・目視等級3級以上〇

桧

杉

〇

20






